
 
 

 

国
立
国
会
図
書
館
職
員
兼
業
取
扱
内
規 

（
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
二
号
） 

改
正 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号 

令
和 

 

三
年
八
月
三
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 

同 
 

 

五
年
三
月 

 

十
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

  

国
立
国
会
図
書
館
職
員
兼
業
取
扱
内
規
（
昭
和
四
十
六
年
国
立
国
会
図
書
館

内
規
第
三
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

国
立
国
会
図
書
館
（
以
下
「
館
」
と
い
う
。
）
の
職
員
が
兼
業
を
行

う
場
合
の
取
扱
い
は
、
こ
の
内
規
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
内
規
に
お
い
て
「
兼
業
」
と
は
、
館
の
職
員
（
国
立
国
会
図
書

館
長
（
以
下
「
館
長
」
と
い
う
。
）
、
副
館
長
及
び
国
会
職
員
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
両
議
院

の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
非
常
勤
の
職
員
を
除
く
。
以
下
単
に
「
職
員
」

と
い
う
。
）
が
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
本
職
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

（
こ
の
内
規
に
定
め
が
な
い
事
項
） 

第
三
条 

職
員
が
兼
業
を
行
う
場
合
の
取
扱
い
に
関
し
、
こ
の
内
規
に
定
め
が

な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
府
職
員
の
例
に
よ
る
。 

 

（
許
可
の
基
準
） 

第
四
条 

兼
業
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と

し
て
、
許
可
し
な
い
。 

 

一 

兼
業
の
た
め
勤
務
時
間
を
割
く
こ
と
に
よ
り
、
職
務
の
遂
行
に
支
障
が

生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

二 

兼
業
に
よ
る
心
身
の
著
し
い
疲
労
の
た
め
、
職
務
遂
行
上
そ
の
能
率
に

悪
影
響
を
与
え
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

三 

職
務
と
兼
業
先
の
業
務
が
混
同
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。 

 

四 

館
と
兼
業
先
と
の
間
に
、
認
可
、
許
可
、
検
査
、
工
事
の
請
負
、
物
品

の
購
入
等
の
特
殊
な
関
係
が
あ
る
と
き
。 

 

五 

兼
業
を
行
う
事
業
の
経
営
上
の
責
任
者
と
な
る
と
き
。 

 

六 

兼
業
を
行
う
こ
と
が
、
国
会
職
員
と
し
て
の
信
用
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
配
偶

者
同
行
休
業
（
以
下
「
配
偶
者
同
行
休
業
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
職
員

の
兼
業
の
許
可
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
政
府
職
員
の
例
に
よ
る
。 

３ 
兼
業
の
許
可
は
、
原
則
と
し
て
、
二
年
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
い
て
与
え

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職

員
に
兼
業
の
許
可
を
与
え
る
期
間
は
、
当
該
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
の
期

間
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
許
可
の
手
続
） 



第
五
条 

兼
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
職
員
（
既
に
許
可
を
受
け
た
兼
業

の
場
所
、
身
分
、
職
名
、
業
務
内
容
、
勤
務
時
間
、
期
間
等
に
変
更
を
生
じ

た
職
員
を
含
む
。
以
下
「
申
請
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
兼
業
許
可
申
請
書

（
別
紙
様
式
）
（
当
該
兼
業
許
可
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
含
む
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
申
請
職
員
が

所
属
す
る
部
局
（
申
請
職
員
が
総
務
部
の
各
課
に
所
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
課
）
、
関
西
館
又
は
国
際
子
ど
も
図
書
館
の
長
（
以
下
「
部
局
等

の
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

申
請
職
員
が
所
属
す
る
部
局
等
の
長
は
、
兼
業
許
可
申
請
書
に
意
見
を
付

す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

申
請
職
員
は
、
兼
業
先
か
ら
館
長
宛
て
に
、
兼
業
依
頼
文
書
（
当
該
兼
業

依
頼
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

兼
業
許
可
申
請
書
及
び
兼
業
依
頼
文
書
は
、
相
当
の
期
間
を
お
い
て
、
事

前
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

兼
業
を
許
可
し
た
場
合
は
、
申
請
職
員
及
び
兼
業
先
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。 

６ 

兼
業
の
許
可
を
受
け
た
職
員
は
、
昇
任
、
配
置
換
等
に
よ
り
職
を
異
動
し

た
場
合
に
お
い
て
、
引
き
続
き
兼
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
職
員
が
所
属
す

る
部
局
等
の
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

兼
業
の
許
可
を
受
け
た
職
員
は
、
許
可
期
間
中
に
兼
業
を
や
め
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
そ
の
旨
を
当
該
職
員
が
所
属
す
る
部
局
等
の
長
を
経
て
総
務
部
人

事
課
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

国
会
職
員
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
基
づ
く
兼
業
に
つ
い
て
は
、
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
各
項
の
規
定
の
全
部
又
は
一
部
を
適
用
し
な
い
こ

と
が
で
き
る
。 

 

（
服
務
上
の
取
扱
い
） 

第
六
条 

職
員
は
、
兼
業
の
許
可
が
与
え
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
許
可
の
範
囲

内
で
、
そ
の
割
り
振
ら
れ
た
正
規
の
勤
務
時
間
の
一
部
を
割
く
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
職
員
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
基
づ

く
兼
業
は
、
出
張
の
取
扱
い
に
よ
り
又
は
年
次
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
七
条 

職
員
（
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
兼
業
が

第
四
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
又
は

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
兼
業
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

許
可
し
な
い
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
当
該
兼
業
の
許

可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

兼
業
の
許
可
を
受
け
た
職
員
が
配
偶
者
同
行
休
業
を
開
始
し
た
と
き
又
は

終
了
し
た
と
き
は
、
当
該
兼
業
の
許
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 



 

（
非
常
勤
職
員
に
関
す
る
特
例
） 

第
八
条 

非
常
勤
の
職
員
（
国
会
職
員
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
短

時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
が
兼
業
を
行
う
場
合
に
は
、
兼

業
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
前
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
細
則
） 

第
九
条 

こ
の
内
規
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
内
規
の
運
用
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
三
年
八
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
三
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
令
和
三
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
五
年
三
月
十
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



 

 

兼 業 許 可 申 請 書 

 

  国立国会図書館長 殿 

                               年   月   日 

 

                       所属      部局      課 

                 申請者   官職 

                       氏名               

 

下記のとおり、兼業の許可を申請いたします。 

 

記 

 

 １ 兼業の内容 

  ⑴ 機 関 名 

  ⑵ 所 在 地 

  ⑶ 兼業の場所 

  ⑷ 身分・職名 

  ⑸ 業 務 内 容 

  ⑹ 報   酬   □有り  □月収  □年収  □その他      円 

            □無し 

  ⑺ 勤 務 時 間   □年  □月  □週    回（   曜日） 

                時  分から   時  分まで（兼業の時間） 

                時  分から   時  分まで（往復の時間を含む。） 

  ⑻ 期   間       年  月  日から    年  月  日まで 

  ⑼ 区   分   □新規   □継続 

 

 ２ 兼業が本職に与える影響（勤務時間の一部を割く場合は、その時間数を記載する。） 

 

 ３ 兼業を必要とする理由 

 

 ４ 他の兼業     □有り  機 関 名 

                 身分・職名 

            □無し 

別紙様式 


